
№ 項　目 質　問　事　項 回　答

1
02実施要領

3 見積限度額について

給食材料費は税抜き1日1,000円(朝食320円、

昼食340円、夕食340円)を予定している。とあ

りますが、総額が予算限度内であれば給食材

料費（1日1,000円(朝食320円、昼食340円、夕

食340円)）1日もしくは各食を加算または減算

したご提案は可能でしょうか。

給食材料費については、実施要領に記載の金額を

上限とし、各食の金額についてはその範囲内で加

算または減算の提案は可能です。

2

給食業務委託仕様書

5 業務体制について

(1)-イ

責任者の職務を代行する副責任者において

も、5業務体制についての(1)-アのようなご指

定はございますでしょうか。

受託責任者の資格を有し、責任者業務を代行し得

る能力や経験を有する者を想定しています。

3

給食業務委託仕様書

8 標準作業仕様書の常備

について

標準作業書について現在履行されている標準

作業書を開示いただくことは可能でしょう

か。

個人情報保護及び守秘義務の観点から開示を控え

させていただきます。

4
給食業務委託仕様書

9 業務案内書の常備

業務案内書について現在履行されている業務

案内書を開示いただくことは可能でしょう

か。

個人情報保護及び守秘義務の観点から開示を控え

させていただきます。

5
給食業務委託仕様書

11 契約の解除について

本項の認識といたしまして、発注者は万が一

の場合、即日契約解除も可能という認識でよ

ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

6
給食業務委託仕様書

14 費用負担区分

通信費（FAX付電話等料金以外）について発注

者負担とありますが、受託者が手配するイン

ターネット回線等についても負担いただける

認識でしょうか。

受託者が手配するインターネット回線等に関する

経費については、受託者負担となります。

7
給食業務委託仕様書

14 費用負担区分

※2の受託者調達の一部栄養補助食品（献立で

使用するもの）には現在どのような使用商品

がございますでしょうか。また、使用商品に

ついてご指定はございますでしょうか。

使用商品については、特に指定はありません。

現在使用商品は、メイバランス、元気ジンジン、

プロテインゼリー、プロッカ、エネルギーゼ

リー、ＭＣＴミニゼリー等を使用しております。

8
給食業務委託仕様書

14 費用負担区分

食材費は受託者負担とありますが予備食につ

いては現在各何食程度のご用意となっている

かご教示いただけますでしょうか。また今後

の予備食数変更のご予定があればご教示いた

だきたく存じます。

予備食の食数の指定はありません。現在、常食Ａ

を２食、その他料理毎に準備しております。

9
給食業務概要

3-(1) 給食数について

令和6年度より給食数が減少することを想定さ

れていると思料いたしますがこちらの意図や

見解についてご教示いただきたく存じます。

石巻市立病院給食業務概要３その他特記事項

（１）給食数の内容に誤りがあり、令和８年から

令和１１年の一般食数及び特別食数について、令

和８年１月３０日付けで修正しましたのでホーム

ページをご確認ください。

10

給食業務概要

7 使用する給食管理シス

テムについて

給食管理システム端末は受託者が専用で使用

できるものをご用意いただけますでしょう

か。

可能です。

11
業務委託区分表

栄養管理について

栄養管理の食事オーダの管理、食数の管理、

食数の確認について発注者が主担当、受託者

は従担当となっておりますが具体的な業務分

担の想定をご教示いただけますでしょうか。

当院のシステムを使用し食数管理を行っているた

め、業務主担当は発注者であり、実務としては以

下のとおりです。

・発注者担当業務

　オーダ内容に疑義がある際の病棟等への問合

　せ、システム管理

・受託者側担当業務

　食事オーダ取り込み、食事提供に関連する

　オーダ内容の確認、食数集計、食事提供関連

　帳票出力、発注者不在時の病棟への問合せ

12

プロポーザル実施要領

11-(3)

プレゼンテーションの実

施について

資料投影用のプロジェクター等はご用意いた

だけますでしょうか。また、ご用意のない場

合持参して使用させていただくことは可能で

しょうか。

会場にプロジェクター及びスクリーンを用意しま

す。パソコンについては原則持込みとし、投影の

際は持込されたパソコンとプロジェクターを当院

で準備したHDMIケーブルで接続していただきま

す。なお、機器トラブル時の予備として、USBメ

モリーにバックアップしたプレゼンテーション用

データも併せて持参してください。

石巻市立病院給食業務委託事業者選定公募型プロポーザル質疑回答
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13

プロポーザル実施要領

11-(3) プレゼンテーショ

ンの実施について

プレゼンテーションは、原則として本業務を

実際に行う予定の受託責任者又はこれらと同

程度の能力を有する者が行うものとあります

が、こちらの定義として資格や経歴等の定義

をご教示いただきたく存じます。

本業務のマネジメントを円滑に遂行できる実務経

験（概ね3年以上）や、現場スタッフを統率する

リーダーシップ、および病院側との連絡調整能力

を有することを指します。

14

プロポーザル実施要領

11-(3) プレゼンテーショ

ンの実施について

何社以上の参加があった場合、1次審査でプレ

ゼンテーション参加者が絞られるご予定で

しょうか。

参加数が７社を超えた場合、1次審査で参加者を

選定する場合があります。

15

提案書等作成要領

3 提案に係る提出書類の

作成方法について

(2)上記2の書類(7)から(9)の提出部数は正本１

部、副本１４部とし、副本はフラットファイ

ルにとじて提出すること。とありますが正本

の提出方法にご指定はございますでしょう

か。

正本については、副本のようなフラットファイル

綴じではなく、クリップ止めまたは簡易的な製本

で構いません。提出方法については、石巻市立病

院給食業務委託事業者選定公募型プロポーザル実

施要領の８書類の提出について（３）提出方法を

ご確認ください。

16

プロポーザル提案書等作

成要領2. 提出書類 (9)提

案見積内訳表（様式4-

2）

様式4-2が指す資料を具体的にご提示頂きたく

存じます。

様式4-2は「提案見積内訳書」を指します。本業

務の積算根拠を詳細に記載いただくための書類で

す。

令和８年１月３０日付で様式を追加しましたので

ご確認ください。

17
業務概要3

その他特記(1) 給食数

令和8年度9月より令和11年度8月末までの予定

食数を1提供区分で割り返しますと103食/1回

と捉えましたが、令和7年4月～12月実績では

120食/1回程度の食数実績があります。令和8

年度9月時点から食数の減少が予想されますが

解釈に間違いございませんでしょうか。異な

る場合はお示しください。

No９の回答をご参照ください。

18

石巻市立病院給食業務委

託事業者選定公募型プロ

ポーザル実施要領 7. 資料

等の配布

（5）オ～クの「…」が指す資料を具体的にご

提示頂きたく存じます。

記載内容について誤りがありました。正しくは

「（５）オからクまで」は（１０）石巻市立病院

食事基準の内容となりますのでご確認ください。

19

石巻市立病院給食業務委

託事業者選定公募型プロ

ポーザル実施要領 3. 見積

限度額

消費税率が契約締結後に変更された場合、契

約金額は「契約時の税抜価格を基準として再

計算されるのか」 を確認したく存じます。

（業務委託費等も同様に）仮に食単価を例と

した下記の考え方に相違ございませんでしょ

うか。異なる場合はお示しください。

【例】税抜の食単価1,000円：税率10％時：税

込1,100円 → 税率5％時：税込1,050円 「税抜

の食単価は 1,000円 → 1,000円で変更なし」

お見込みのとおりです。

20

石巻市立病院給食業務委

託事業者選定公募型プロ

ポーザル実施要領 3. 見積

限度額

食材費は税抜1日1,000円であり、原則3年間の

給食材料費の見直しが無いこと本仕様より承

知しております。なお弊社としては本仕様「1

日あたり食材費1,000円（税抜）の3年間固定

（精米を除く）」を前提とし、食材仕入れ価

格の市場動向を年率約+5％の上昇として見込

む場合、3年間を通じた品質の安定確保および

契約価格との整合を図る観点から、年度平均

献立原価(食材費)を1年目：907円、2年目：

952円、3年目：1,000円 とする方針で検討し

ております。

（但し食材仕入れ全般に対し市場動向を鑑み

精米以外にも協議を実施できる場合にはご質

問には至りません。）つきましては、当該方

針の妥当性につきご意見を賜れますでしょう

か。

仕様に記載のとおり、食材費は税抜1日1,000円で

契約期間中は原則固定とします。

当該金額は、契約条件として定めるものであり、

契約期間中における給食材料費の見直しは原則行

わないものとします。

年度ごとの献立原価（食材費）の配分や設定方法

については、各事業者の責任と判断において検

討・提案される事項であり、発注者として特定の

配分方針や考え方について妥当性の判断や意見を

示すものではありません。

したがって、ご提示の年度別献立原価の設定方針

については、本仕様の範囲内で、各事業者の創意

工夫により対応いただくものとします。
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21
様式集【様式1】～【様

式7】

様式集の類についての会社印押印は不要とい

う認識でお間違えないでしょうか。異なる場

合はお示しください。

お見込みのとおりです。

22
様式集【様式3】病院給

食業務の受託実績証明書

他顧客の委託金額につきましては、守秘義務

の観点から原則として開示を控えておりま

す。誠に恐縮ではございますが、その他の情

報につきましては準備の予定ですが、この点

ご理解いただくことは可能でしょうか。異な

る場合は代わりの策などがございましたら具

体的にご提示頂きたく存じます。

契約書の写しに記載されている委託金額等の金額

部分については、守秘義務に配慮し、黒塗りとし

て提出して差し支えありません。

23

プロポーザル提案書等作

成要領 3提案に係る提出

書類の作成(2)

ご指定のフラットファイルに挟み込む提案書

等には受託者の一切の表記を削除することで

お間違えないでしょうか。異なる場合はお示

しください。

お見込みのとおりです。

24

石巻市立病院給食業務委

託区分表

業務項目 衛生管理

衛生面の遵守事項の作成は発注者が主担当と

なっておりますが、こちらは『感染対策』の

作成などに於いては発注者が主となることで

捉えておりますが解釈に間違いございません

でしょうか。異なる場合は具体的にご提示頂

きたく存じます。

お見込みのとおりです。

遵守事項は石巻市立病院給食業務仕様　６衛生管

理をご確認ください。

25

石巻市立病院給食業務仕

様2

材料管理(2)食材の選定カ

『ひとめぼれ』は原則使用であり市場動向如

何では他銘柄への変更も可能という認識で相

違ないでしょうか。また価格高騰等の際には

精米以外の食材についても協議の上の変更な

どは可能でしょうか。異なる場合はお示しく

ださい。

価格高騰等や供給状況の変化により、やむを得ず

変更が必要となる場合には、その都度、発注者と

受託者が協議した上で判断するものとします。な

お、これらはあらかじめ変更を前提とするもので

はなく、仕様書に定める食材選定の原則に基づ

き、安定的かつ適切な食材調達を行うことが基本

となります。ただし、精米以外の食材について

も、市場動向や供給状況等により、献立の継続が

著しく困難となる場合には、個別具体の事情を踏

まえ、協議の上で対応を検討することはあり得ま

す。

26

石巻市立病院給食業務仕

様2

材料管理(4)給食材料の保

管～ウ

食材費は1,000円ですが献立立案している以外

のものは全て発注者負担との解釈で間違いご

ざいませんでしょうか。異なる場合はお示し

ください。

適切な食形態で提供するためのゲル化剤等、仕様

書３調理作業管理（２）のオからクに該当する項

目は受託者負担となります。

27

石巻市立病院給食業務仕

様 3

調理作業管理

(2)調理オ、カ、キ、クに

ついて

低栄養、アレルギー、摂食嚥下障害、緩和ケ

アなどの特別対応は必須となっております

が、想定する人員体制また食材費等に於いて

対応が苦慮する場合には、他の事柄などを用

いて費用増加に繋がらない様な協議は可能で

しょうか。または当該部分のみ協議のうえ

「別請求」などの手段は可能でしょうか。イ

レギュラー時の対応としての貴院ご見解につ

き具体的にご提示頂きたく存じます。

低栄養、アレルギー、摂食嚥下障害、緩和ケア等

に対する特別対応については、本業務において必

須の業務内容であり、契約条件に含まれるものと

します。

したがって、これらの対応については、人員体制

や食材費等を含め、契約条件の範囲内で対応いた

だくことを原則とし、当該部分のみを切り離した

別請求等は想定していません。

ただし、通常予見することが困難で当初の想定を

著しく超えるような極めて特殊な事象が継続的に

発生し、業務の継続に重大な支障が生じると本市

が認めた場合には、個別具体の事情を踏まえて協

議することはあり得ます。

これらはあらかじめ協議や費用調整を前提とする

ものではなく、特別対応を理由とした恒常的な費

用増加や別請求を認める趣旨ではありません。

※本プロポーザルの公正な実施を確保するため、特定の事業者を想起させるおそれのある質問は、談合防止及び競争性・公

平性確保の観点から回答致しません。


